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第第２２節節  施施設設計計画画  

１１  交交通通施施設設  

((11))  道道  路路  

ア 都市計画道路 

道路は、都市活動及び都市生活を支える基幹的な都市施設であり、都においては、約3,210k

mの都市計画道路を決定しています。一方、その完成率は約65％にとどまっており、おおむね1

0年ごとに事業化計画を策定し、優先的に整備すべき路線を選定して、計画的、効率的な整備

を図っています。 

これまでの区部の都市計画道路は、昭和21年に都市計画決定（当初決定）した後、社会経済

情勢の変化等により、昭和25年、昭和39年（環６内）、昭和41年（環６外）及び昭和56年（区

部全域）に都市計画道路全体の見直し（道路再検討）を行っています。 

多摩地域の都市計画道路は、昭和５年に八王子都市計画区域内の計画が決定した後、都市計

画区域ごとに計画決定されてきたため、多摩地域全体として統一のとれたものではありません

でした。このため、昭和36年及び昭和37年に多摩地域全体を見据えた都市計画道路の見直しを

行い、その後、社会経済情勢の変化等により、平成元年度に都市計画道路網の検証を行ってい

ます。 

整備に当たっては、区部は昭和56年度、平成３年度及び平成15年度に、多摩地域は平成元年

度、平成７年度及び平成18年度に優先的に整備する路線を選定した事業化計画を策定し、計画

的、効率的に進めてきました。 

平成27年度には、より効率的な道路整備を進めるため、特別区及び26市２町と連携・協働し

区部と多摩地域を統合した「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を

策定しています。この方針では、東京が目指すべき将来像を「環状メガロポリス構造の実現」

「集約型の地域構造への再編」、「安全・安心な都市の実現」とし、その実現に向け道路整備

の基本目標を「活力」、「防災」、「暮らし」、「環境」と設定しました。この基本目標を踏

まえ、未着手の都市計画道路を対象に必要性の検証を実施し、令和７年度までに優先的に整備

すべき路線として320区間・約226㎞を選定しました。あわせて、必要性が確認されなかった９

区間・約4.9㎞を「見直し候補路線（区間）」、必要性が確認されたが、都市計画の内容を検

討する必要がある路線として28区間・約30.4㎞を「計画内容再検討路線（区間）」、東京の目

指す将来都市像の実現に向け、新たに都市計画道路が必要となる８か所を「新たな都市計画道

路の検討が必要な箇所」として抽出し、これらの路線の検討を進めることとし、令和６年度末

までに15区間・約7.1kmについて都市計画変更の手続を行いました。 

また、令和元年度には、整備方針（第四次事業化計画）により、必要な都市計画道路の整備

を着実に進める一方で、東京都と特別区及び26市２町は協働で、優先整備路線等を除く未着

手の都市計画道路の検証を行い、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を

策定しました。 

基本方針では、整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証を前

提とした上で、計画内容を検討し、変更予定路線として概成道路等約12kmや橋詰などを選定

しました。そのうち、令和６年度末までに約10.2㎞・橋詰５か所・支線２か所・交差点拡幅
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部１か所について、都市計画変更の手続を行いました。今後も沿道の用途地域など関係する計

画等について、沿道市街地の将来像や地域の実情を踏まえて関係する自治体と調整した上で、

必要な都市計画手続を行っていきます。 

参参照照：：第第３３－－1100 表表  都都市市計計画画道道路路のの整整備備状状況況（（114466 ペペーージジ））  

 

 

イ 都市高速道路 

戦後、都内では自動車交通の混雑緩和や、一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一般

街路とは分離された平面交差のない自動車専用道路が必要となりました。 

このため、東京都では、昭和 26 年から調査を進め、昭和 28 年の首都建設委員会の都市高速

道路網建設の勧告、昭和 32 年に決定された建設省（当時）の「東京都市計画都市高速道路に関

する基本方針」及び東京都市計画高速道路調査特別委員会の検討に基づき、昭和 34 年８月に８

路線２分岐線、延長約 71 ㎞に及ぶ都市高速道路網が初めて都市計画決定されました。その後、

都市間高速道路との接続や環状線の追加等の計画変更を行い、令和７年４月現在、18 路線３分岐

線、延長約 222 ㎞を都市計画決定しています。このうち、事業中の新設路線は、外郭環状線の

１路線、延長約 16km です。 

これらのほかに、都県境を越えた環状方向の連携強化に資するものとして、首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）の延長約 24 ㎞を都市計画決定しています。 

また、首都高速道路株式会社は、平成 26 年に大規模更新５か所約９km、大規模修繕約 55km

とする更新計画について国から事業許可を取得し、現在、大規模更新４か所約７km を都市計画

事業として実施しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1111 表表  東東京京都都市市計計画画都都市市高高速速道道路路のの現現況況（（114466 ペペーージジ））  

第第３３－－1122 図図  都都市市高高速速道道路路網網図図（（5522 ペペーージジ））  

        第第３３－－1133 図図  高高速速道道路路ネネッットトワワーークク（（5522 ペペーージジ））  
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第第２２節節  施施設設計計画画  

１１  交交通通施施設設  

((11))  道道  路路  

ア 都市計画道路 

道路は、都市活動及び都市生活を支える基幹的な都市施設であり、都においては、約3,210k

mの都市計画道路を決定しています。一方、その完成率は約65％にとどまっており、おおむね1

0年ごとに事業化計画を策定し、優先的に整備すべき路線を選定して、計画的、効率的な整備

を図っています。 

これまでの区部の都市計画道路は、昭和21年に都市計画決定（当初決定）した後、社会経済

情勢の変化等により、昭和25年、昭和39年（環６内）、昭和41年（環６外）及び昭和56年（区

部全域）に都市計画道路全体の見直し（道路再検討）を行っています。 

多摩地域の都市計画道路は、昭和５年に八王子都市計画区域内の計画が決定した後、都市計

画区域ごとに計画決定されてきたため、多摩地域全体として統一のとれたものではありません

でした。このため、昭和36年及び昭和37年に多摩地域全体を見据えた都市計画道路の見直しを

行い、その後、社会経済情勢の変化等により、平成元年度に都市計画道路網の検証を行ってい

ます。 

整備に当たっては、区部は昭和56年度、平成３年度及び平成15年度に、多摩地域は平成元年

度、平成７年度及び平成18年度に優先的に整備する路線を選定した事業化計画を策定し、計画

的、効率的に進めてきました。 

平成27年度には、より効率的な道路整備を進めるため、特別区及び26市２町と連携・協働し

区部と多摩地域を統合した「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を

策定しています。この方針では、東京が目指すべき将来像を「環状メガロポリス構造の実現」

「集約型の地域構造への再編」、「安全・安心な都市の実現」とし、その実現に向け道路整備

の基本目標を「活力」、「防災」、「暮らし」、「環境」と設定しました。この基本目標を踏

まえ、未着手の都市計画道路を対象に必要性の検証を実施し、令和７年度までに優先的に整備

すべき路線として320区間・約226㎞を選定しました。あわせて、必要性が確認されなかった９

区間・約4.9㎞を「見直し候補路線（区間）」、必要性が確認されたが、都市計画の内容を検

討する必要がある路線として28区間・約30.4㎞を「計画内容再検討路線（区間）」、東京の目

指す将来都市像の実現に向け、新たに都市計画道路が必要となる８か所を「新たな都市計画道

路の検討が必要な箇所」として抽出し、これらの路線の検討を進めることとし、令和６年度末

までに15区間・約7.1kmについて都市計画変更の手続を行いました。 

また、令和元年度には、整備方針（第四次事業化計画）により、必要な都市計画道路の整備

を着実に進める一方で、東京都と特別区及び26市２町は協働で、優先整備路線等を除く未着

手の都市計画道路の検証を行い、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を

策定しました。 

基本方針では、整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証を前

提とした上で、計画内容を検討し、変更予定路線として概成道路等約12kmや橋詰などを選定

しました。そのうち、令和６年度末までに約10.2㎞・橋詰５か所・支線２か所・交差点拡幅
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部１か所について、都市計画変更の手続を行いました。今後も沿道の用途地域など関係する計

画等について、沿道市街地の将来像や地域の実情を踏まえて関係する自治体と調整した上で、

必要な都市計画手続を行っていきます。 

参参照照：：第第３３－－1100 表表  都都市市計計画画道道路路のの整整備備状状況況（（114466 ペペーージジ））  

 

 

イ 都市高速道路 

戦後、都内では自動車交通の混雑緩和や、一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一般

街路とは分離された平面交差のない自動車専用道路が必要となりました。 

このため、東京都では、昭和 26 年から調査を進め、昭和 28 年の首都建設委員会の都市高速

道路網建設の勧告、昭和 32 年に決定された建設省（当時）の「東京都市計画都市高速道路に関

する基本方針」及び東京都市計画高速道路調査特別委員会の検討に基づき、昭和 34 年８月に８

路線２分岐線、延長約 71 ㎞に及ぶ都市高速道路網が初めて都市計画決定されました。その後、

都市間高速道路との接続や環状線の追加等の計画変更を行い、令和７年４月現在、18 路線３分岐

線、延長約 222 ㎞を都市計画決定しています。このうち、事業中の新設路線は、外郭環状線の

１路線、延長約 16km です。 

これらのほかに、都県境を越えた環状方向の連携強化に資するものとして、首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）の延長約 24 ㎞を都市計画決定しています。 

また、首都高速道路株式会社は、平成 26 年に大規模更新５か所約９km、大規模修繕約 55km

とする更新計画について国から事業許可を取得し、現在、大規模更新４か所約７km を都市計画

事業として実施しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1111 表表  東東京京都都市市計計画画都都市市高高速速道道路路のの現現況況（（114466 ペペーージジ））  

第第３３－－1122 図図  都都市市高高速速道道路路網網図図（（5522 ペペーージジ））  

        第第３３－－1133 図図  高高速速道道路路ネネッットトワワーークク（（5522 ペペーージジ））  
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第第３３－－1122 図図 都都市市高高速速道道路路網網図図

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３－－1133 図図 高高速速道道路路ネネッットトワワーークク

令和７年４月 1 日現在

（令和７年４月１日現在）
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((22))  都都市市高高速速鉄鉄道道  

東京圏では、活発な都市活動により、鉄道を利用する多くの通勤・通学需要が存在しています。

特に郊外から都心に至る路線の混雑が激しいものとなっています。このような通勤・通学時の混雑

を緩和するため、地下鉄等の建設や複々線化などにより輸送力の増強を図ってきました。その結果、

混雑率は年々低下してきていますが、いまだ高い状況にあり、今後とも鉄道網の整備が必要となっ

ています。 

東京圏における鉄道網の整備計画は、交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都

市鉄道のあり方」（平成 28 年 4 月）及び第 371 号「東京圏における今後の地下鉄ネットワークの

あり方等について」（令和 3 年 7 月）に基づき、既設路線の改良や路線の新設、複々線化等につ

いて検討を進めています。令和７年４月１日現在、地下鉄等については 13 路線、延長約 368 ㎞の

都市計画を決定しています。 

また、鉄道と道路の交差する踏切における道路交通の円滑化や踏切事故の解消を図るとともに、

鉄道により分断されていた市街地の一体化を図るため、鉄道の一定区間を連続的に立体化し、多数

の踏切を除却する連続立体交差事業を進めています。この事業は、国土交通省が策定した要綱に基

づき、進めています。令和７年４月１日現在、東京都内においては 30 区間、延長約 114.6 ㎞を連

続立体交差事業として都市計画を決定しています。 

一方、様々な都市交通に対応するため、鉄道及び鉄道とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通シ

ステム等の整備を進めてきました。これまで、多摩都市モノレールは多摩センター～上北台間、東

京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）は新橋～豊洲間、日暮里・舎人ライナーは日暮里～見沼代親水

公園間、常磐新線（つくばエクスプレス）は秋葉原～つくば間、東京臨海高速鉄道臨海副都心線

（りんかい線）は新木場～大崎間、がそれぞれ開業しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1155 表表  地地下下鉄鉄等等のの都都市市計計画画・・完完成成状状況況表表（（114477 ペペーージジ））  

第第３３－－1166 表表  連連続続立立体体交交差差事事業業等等ににおおけけるる既既設設鉄鉄道道のの都都市市計計画画決決定定及及びび完完成成状状況況  

（（114488 ペペーージジ））  
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第第３３－－1122 図図 都都市市高高速速道道路路網網図図

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３－－1133 図図 高高速速道道路路ネネッットトワワーークク

令和７年４月 1 日現在

（令和７年４月１日現在）
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((22))  都都市市高高速速鉄鉄道道  

東京圏では、活発な都市活動により、鉄道を利用する多くの通勤・通学需要が存在しています。

特に郊外から都心に至る路線の混雑が激しいものとなっています。このような通勤・通学時の混雑

を緩和するため、地下鉄等の建設や複々線化などにより輸送力の増強を図ってきました。その結果、

混雑率は年々低下してきていますが、いまだ高い状況にあり、今後とも鉄道網の整備が必要となっ

ています。 

東京圏における鉄道網の整備計画は、交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都

市鉄道のあり方」（平成 28 年 4 月）及び第 371 号「東京圏における今後の地下鉄ネットワークの

あり方等について」（令和 3 年 7 月）に基づき、既設路線の改良や路線の新設、複々線化等につ

いて検討を進めています。令和７年４月１日現在、地下鉄等については 13 路線、延長約 368 ㎞の

都市計画を決定しています。 

また、鉄道と道路の交差する踏切における道路交通の円滑化や踏切事故の解消を図るとともに、

鉄道により分断されていた市街地の一体化を図るため、鉄道の一定区間を連続的に立体化し、多数

の踏切を除却する連続立体交差事業を進めています。この事業は、国土交通省が策定した要綱に基

づき、進めています。令和７年４月１日現在、東京都内においては 30 区間、延長約 114.6 ㎞を連

続立体交差事業として都市計画を決定しています。 

一方、様々な都市交通に対応するため、鉄道及び鉄道とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通シ

ステム等の整備を進めてきました。これまで、多摩都市モノレールは多摩センター～上北台間、東

京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）は新橋～豊洲間、日暮里・舎人ライナーは日暮里～見沼代親水

公園間、常磐新線（つくばエクスプレス）は秋葉原～つくば間、東京臨海高速鉄道臨海副都心線

（りんかい線）は新木場～大崎間、がそれぞれ開業しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1155 表表  地地下下鉄鉄等等のの都都市市計計画画・・完完成成状状況況表表（（114477 ペペーージジ））  

第第３３－－1166 表表  連連続続立立体体交交差差事事業業等等ににおおけけるる既既設設鉄鉄道道のの都都市市計計画画決決定定及及びび完完成成状状況況  

（（114488 ペペーージジ））  
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No. 路線名
<<11>> 都心直結線の新設

<<22>> 羽田空港アクセス線の新設及び京葉線・りんかい線相互直通運転化

<<33>> 新空港線の新設

<<44>> 京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅引上線の新設

<<55>> 常磐新線の延伸

<<66>> 都心部・臨海地域地下鉄構想の新設及び同構想と常磐新線延伸の一体整備

<<77>> 東京８号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉）

<<88>> 都市部・品川地下鉄構想の新設

<<99>> 東西交通大宮ルートの新設

<<1100>> 埼玉構想鉄道線の延伸

<<1111>> 東京１２号線（大江戸線）の延伸

<<1122>> 多摩都市モノレールの延伸

<<1133>> 東京８号線の延伸

<<1144>> 東京１１号線の延伸

<<1155>> 総武線・京葉線接続新線の新設

<<1166>> 京葉線の中央線方面延伸及び中央線の複々線化

<<1177>> 京王線の複々線化

<<1188>> 区部周辺部環状公共交通の新設

<<1199>> 東海道貨物支線課貨客併用化及び川崎アプローチ線の新設

<<2200>> 小田急小田原線の複々線化及び小田急多摩線の延伸

<<2211>> 東急田園都市線の複々線化

<<2222>> 横浜3号線の延伸

<<2233>> 横浜環状鉄道の新設

<<2244>> いずみ野線の延伸

国国
際際
競競
争争
力力
のの
強強
化化

ププ
ロロ
ジジ
ェェ

クク
トト

地地
域域
のの
成成
長長
にに
応応
じじ
たた
ププ
ロロ
ジジ
ェェ

クク
トト

注1）「路線の新設」には貨物線の旅客線化を含む
注2）「既設路線の改良」には複々線化は含まない

● 国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークの
プロジェクト

路線の新設

路線の新設（起終点が未定のプロジェクト）

既設路線の改良

● 地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資する
プロジェクト

路線の新設

複々線化

● 駅空間の質的進化に資するプロジェクト等

駅のプロジェクト等

凡 例
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第第３３－－1177 表表  鉄鉄道道・・新新交交通通シシスステテムム計計画画表表  

名 称 
項 目 ① 多摩都市モノレール整備事業 ② 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)整備事業 

目      的  多摩都市モノレールは、多摩地域南北方向の公
共交通網の充実、核都市間相互の連携強化等を目
的として、便利で快適に移動できる交通ネットワ
ークを形成する。 

 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)は、臨海副
都心と都心部を結ぶ新たな交通手段として、臨海
部の交通利便性を高めることを目的として整備す
る。 

また、豊洲まで延伸することにより、既存の鉄
道と連絡し、交通のネットワークが形成されると
ともに臨海部の開発を支える。 

事業計画の概要 〈整備済路線〉 
１ 整備区間 
  多摩センター～上北台間 16.0 ㎞ 
  駅数 19 駅 
２ 乗車人員 
  一日当たり約 143,000 人 
        （令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成 10 年 11 月 立川北～上北台間 
  平成 12 年１月  立川北～多摩センター間 
４ 導入システム 
  跨座型モノレール 
 
〈延伸区間〉 
地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資
するプロジェクト 
   上北台～箱根ケ崎間 
   多摩センター～八王子間 
   多摩センター～町田間 

 
１ 開業区間 
  新橋～豊洲間  約 14.7 ㎞ 
  駅数 16 駅 
２ 利用者数 
  一日当たり約 111,000人  

（令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成７年 11 月 新橋～有明間 
  平成 18 年 3 月 有明～豊洲間 
４ 導入システム 
  標準型新交通システム 
 
 
 
 

事 業 主 体 インフラ部 ……東京都建設局 
インフラ外部……多摩都市モノレール株式会社 
             （第三セクター） 

インフラ部……東京都建設局、港湾局 
インフラ外部…株式会社ゆりかもめ 
              （第三セクター） 

主 な 経 緯 昭和56年10月： 

57年12月： 

 

58年４月： 

61年４月： 

62年12月： 

平成元年９月： 

 

２年６月： 

 

〃  ７月： 

〃  12 月： 

３年９月： 

 

〃 11月： 

４年12月： 

 

６年６月： 

 

10年11月： 

12年１月： 

    〃 ： 

 

 

28年４月： 

 

 

令和７年３月： 

 

延長約 93㎞を発表（構想路線）

都長期計画で多摩センター・上

北台間約 16 ㎞の整備を位置付け 

国庫補助事業として新規採択 

多摩都市モノレール㈱設立 

軌道法特許取得 

都市計画決定(多摩センター～

上北台間) 

施行認可(Ⅰ期：立川北～上北

台間) 

都市計画法事業認可 

工事着手 

施行認可(Ⅱ期：立川北～多摩

センター間) 

工事着手 

多摩島しょ振興推進本部会議で 

次期整備路線決定 

上北台～箱根ケ崎間約７㎞の事 

業延伸採択 

立川北～上北台間開業 

多摩センター～立川北間開業 

運輸政策審議会答申第 18 号に

箱根ケ崎、町田、八王子延伸を

位置付け 

交通政策審議会答申第 198号に箱

根ケ崎、町田、八王子延伸を位置

付け 

都市計画決定（上北台～箱根ケ

崎） 

昭和61年11月： 

 

63年４月： 

63年11月： 

 

平成元年３月： 

 

２年７月： 

 

７年11月： 

８年７月： 

 

 

 

 

 

 

９年２月： 

 

 

 

10年７月： 

11年３月： 

11年12月： 

12年１月： 

 

18年３月： 

第二次東京都長期計画におい

て、計画事業に位置付け 

東京臨海新交通㈱設立 

軌道法特許、鉄道事業法免許取 

得 

第一期（竹芝ふ頭～国際展示場

間）都市計画決定 

第二期（新橋～竹芝ふ頭間） 

都市計画決定 

新橋～有明間開業 

「臨海副都心開発の基本方針」 

において、豊洲までの延伸は平 

成 17年度目途に整備するとし、 

豊洲～勝どき間は、今後の利用

状況や周辺の開発動向を見定

め、整備時期を検討するとし

た。 

「生活都市東京構想」におい

て、豊洲までの延伸について、

平成 17 年度を目途に整備する

とした。 

軌道法特許取得（有明～豊州

間） 

都市計画決定（有明～豊州間） 

工事着工 

運輸政策審議会答申第 18 号に

勝どき延伸を位置付け 

有明～豊洲間開業 
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No. 路線名
<<11>> 都心直結線の新設

<<22>> 羽田空港アクセス線の新設及び京葉線・りんかい線相互直通運転化

<<33>> 新空港線の新設

<<44>> 京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅引上線の新設

<<55>> 常磐新線の延伸

<<66>> 都心部・臨海地域地下鉄構想の新設及び同構想と常磐新線延伸の一体整備

<<77>> 東京８号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉）

<<88>> 都市部・品川地下鉄構想の新設

<<99>> 東西交通大宮ルートの新設

<<1100>> 埼玉構想鉄道線の延伸

<<1111>> 東京１２号線（大江戸線）の延伸

<<1122>> 多摩都市モノレールの延伸

<<1133>> 東京８号線の延伸

<<1144>> 東京１１号線の延伸

<<1155>> 総武線・京葉線接続新線の新設

<<1166>> 京葉線の中央線方面延伸及び中央線の複々線化

<<1177>> 京王線の複々線化

<<1188>> 区部周辺部環状公共交通の新設

<<1199>> 東海道貨物支線課貨客併用化及び川崎アプローチ線の新設

<<2200>> 小田急小田原線の複々線化及び小田急多摩線の延伸

<<2211>> 東急田園都市線の複々線化

<<2222>> 横浜3号線の延伸

<<2233>> 横浜環状鉄道の新設

<<2244>> いずみ野線の延伸

国国
際際
競競
争争
力力
のの
強強
化化

ププ
ロロ
ジジ
ェェ

クク
トト

地地
域域
のの
成成
長長
にに
応応
じじ
たた
ププ
ロロ
ジジ
ェェ

クク
トト

注1）「路線の新設」には貨物線の旅客線化を含む
注2）「既設路線の改良」には複々線化は含まない

● 国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークの
プロジェクト

路線の新設

路線の新設（起終点が未定のプロジェクト）

既設路線の改良

● 地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資する
プロジェクト

路線の新設

複々線化

● 駅空間の質的進化に資するプロジェクト等

駅のプロジェクト等

凡 例
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第第３３－－1177 表表  鉄鉄道道・・新新交交通通シシスステテムム計計画画表表  

名 称 
項 目 ① 多摩都市モノレール整備事業 ② 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)整備事業 

目      的  多摩都市モノレールは、多摩地域南北方向の公
共交通網の充実、核都市間相互の連携強化等を目
的として、便利で快適に移動できる交通ネットワ
ークを形成する。 

 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)は、臨海副
都心と都心部を結ぶ新たな交通手段として、臨海
部の交通利便性を高めることを目的として整備す
る。 

また、豊洲まで延伸することにより、既存の鉄
道と連絡し、交通のネットワークが形成されると
ともに臨海部の開発を支える。 

事業計画の概要 〈整備済路線〉 
１ 整備区間 
  多摩センター～上北台間 16.0 ㎞ 
  駅数 19 駅 
２ 乗車人員 
  一日当たり約 143,000 人 
        （令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成 10 年 11 月 立川北～上北台間 
  平成 12 年１月  立川北～多摩センター間 
４ 導入システム 
  跨座型モノレール 
 
〈延伸区間〉 
地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資
するプロジェクト 
   上北台～箱根ケ崎間 
   多摩センター～八王子間 
   多摩センター～町田間 

 
１ 開業区間 
  新橋～豊洲間  約 14.7 ㎞ 
  駅数 16 駅 
２ 利用者数 
  一日当たり約 111,000人  

（令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成７年 11 月 新橋～有明間 
  平成 18 年 3 月 有明～豊洲間 
４ 導入システム 
  標準型新交通システム 
 
 
 
 

事 業 主 体 インフラ部 ……東京都建設局 
インフラ外部……多摩都市モノレール株式会社 
             （第三セクター） 

インフラ部……東京都建設局、港湾局 
インフラ外部…株式会社ゆりかもめ 
              （第三セクター） 

主 な 経 緯 昭和56年10月： 

57年12月： 

 

58年４月： 

61年４月： 

62年12月： 

平成元年９月： 

 

２年６月： 

 

〃  ７月： 

〃  12 月： 

３年９月： 

 

〃 11月： 

４年12月： 

 

６年６月： 

 

10年11月： 

12年１月： 

    〃 ： 

 

 

28年４月： 

 

 

令和７年３月： 

 

延長約 93㎞を発表（構想路線）

都長期計画で多摩センター・上

北台間約 16 ㎞の整備を位置付け 

国庫補助事業として新規採択 

多摩都市モノレール㈱設立 

軌道法特許取得 

都市計画決定(多摩センター～

上北台間) 

施行認可(Ⅰ期：立川北～上北

台間) 

都市計画法事業認可 

工事着手 

施行認可(Ⅱ期：立川北～多摩

センター間) 

工事着手 

多摩島しょ振興推進本部会議で 

次期整備路線決定 

上北台～箱根ケ崎間約７㎞の事 

業延伸採択 

立川北～上北台間開業 

多摩センター～立川北間開業 

運輸政策審議会答申第 18 号に

箱根ケ崎、町田、八王子延伸を

位置付け 

交通政策審議会答申第 198号に箱

根ケ崎、町田、八王子延伸を位置

付け 

都市計画決定（上北台～箱根ケ

崎） 

昭和61年11月： 

 

63年４月： 

63年11月： 

 

平成元年３月： 

 

２年７月： 

 

７年11月： 

８年７月： 

 

 

 

 

 

 

９年２月： 

 

 

 

10年７月： 

11年３月： 

11年12月： 

12年１月： 

 

18年３月： 

第二次東京都長期計画におい

て、計画事業に位置付け 

東京臨海新交通㈱設立 

軌道法特許、鉄道事業法免許取 

得 

第一期（竹芝ふ頭～国際展示場

間）都市計画決定 

第二期（新橋～竹芝ふ頭間） 

都市計画決定 

新橋～有明間開業 

「臨海副都心開発の基本方針」 

において、豊洲までの延伸は平 

成 17年度目途に整備するとし、 

豊洲～勝どき間は、今後の利用

状況や周辺の開発動向を見定

め、整備時期を検討するとし

た。 

「生活都市東京構想」におい

て、豊洲までの延伸について、

平成 17 年度を目途に整備する

とした。 

軌道法特許取得（有明～豊州

間） 

都市計画決定（有明～豊州間） 

工事着工 

運輸政策審議会答申第 18 号に

勝どき延伸を位置付け 

有明～豊洲間開業 
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③ 日暮里・舎人線整備事業 
常磐新線 (つくばエクスプレス) 

  
整備事業 

東京臨海高速鉄道 
  

臨海副都心線(りんかい線)整備事業 

 日暮里・舎人ライナーは、昭和 60 年

７月、運輸省政策審議会の答申（第７

号）を受け、区部北東部の交通不便地

域の解消及び沿線地域の発展を目的と

して整備する。 

 常磐新線は、昭和 60 年７月、運輸政

策審議会の答申（第７号）を受け、増

大する千葉・茨城方面からの通勤需要

に対応するとともに、区部北東部の公

共交通を充実させ、沿線地域の開発を

促進させることを目的として整備す

る。 

 東京臨海高速鉄道（りんかい線）

は、「第三次東京都長期計画」（平成

２年 11 月）で位置付けられた路線であ

り、首都圏メガロポリスを支える都市

基盤として鉄道ネットワークを形成す

るため、新木場～大崎間 12.2km を整備

した。 

１ 整備区間 

  日暮里～見沼代親水公園間 

約 9.7 ㎞ 

  駅数 13 駅 

２ 輸送人員 

  一日当たり約 91,000 人 

（令和元年度平均） 

３ 開業 

  平成 20 年３月 

 

４ 導入システム 

  標準型新交通システム 

１ 整備区間 

  秋葉原～つくば間 

  約 58.3 ㎞ 

  駅数 20 駅 

２ 輸送人員 

  一日当たり約 278,000人 

（令和元年度平均） 

３ 開業 

  平成 17 年８月 

 

４ 導入システム 

  鉄道 

 

（延伸区間） 

国際競争力の強化に資する鉄道ネット

ワークのプロジェクト 

  秋葉原～東京（新東京）間 

１ 整備区間 

  新木場～大崎間 

  約 12.2km 

  駅数 ８駅 

２ 乗車人員 

  一日当たり約 259,000 人 

（令和元年度平均）       

３ 開業 

  平成８年３月 新木場～東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ 

  間 

  平成14年12月 東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ～大崎間 

４ 導入システム 

  鉄道 

 

 

インフラ部……東京都建設局 

インフラ外部…東京都地下鉄建設 

       株式会社 

       （第三セクター） 

首都圏新都市鉄道株式会社 

      （第三セクター） 

東京臨海高速鉄道株式会社 

      （第三セクター） 

昭和60年７月： 

61年11月： 

 

平成３年４月： 

 

４年10月： 

 

 

７年12月： 

８年８月： 

９年12月： 

19年10月： 

 

 

20 年３月： 

運輸政策審議会答申 

「第二次東京都長期

計画」に位置付け 

国庫補助事業として

新規採択 

インフラ外部の事業

主体決定（東京都地

下鉄建設㈱） 

軌道法特許取得 

都市計画決定 

工事着手 

軌道事業譲渡許可

（東京都地下鉄建設

㈱→東京都交通局） 

開業 

昭和60年７月： 

61年11月： 

 

平成元年９月： 

 

 

 

 

３年３月： 

 

４年１月： 

 

５年12月： 

 

６年10月： 

７年９月： 

 

 

17 年８月： 

28 年４月： 

運輸政策審議会答申 

「第二次東京都長期

計画」に位置付け 

「大都市地域におけ

る宅地開発及び鉄道

整備の一体的推進に

関する特別措置法」

施行 

「首都圏新都市鉄道

㈱」設立 

第一種鉄道事業免許

取得 

都市計画決定・工事

着手(秋葉原～新浅草間) 

起工式開催 

都市計画決定・工事

着手 

（新浅草～都県境間） 

開業 

交通政策審議会答申第

198号に常磐新線の延

伸（秋葉原～東京（新

東京））を位置付け 

平成３年３月： 

 

３年11月： 

 

４年３月： 

 

６年５月： 

 

７年12月： 

８年３月： 

 

 〃 ： 

 

 〃 ： 

 

13年３月： 

 

14年12月： 

東京臨海高速鉄道㈱の 

設立 

第一種鉄道事業免許取

得（第一期事業区間） 

工事に着手（第一期事 

業区間） 

第二期事業区間につい

て免許取得 

工事施行認可取得 

新木場～東京テレポー

ト間開業 

第二期事業区間の都市 

計画決定 

第二期事業区間の工事 

着手 

東京テレポート～天王

洲アイル間開業 

天王洲アイル～大崎間

開業（全線開業） 
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((33))  駐駐車車場場整整備備地地区区・・駐駐車車場場（（自自動動車車・・自自転転車車））  

都市における駐車需要に対応し、違法路上駐車の減少や道路交通の円滑化を図るためには、自動

車駐車場の整備が必要です。このため、都市計画において駐車場整備地区を定めるとともに、都市

計画法に基づく都市計画駐車場、駐車場法及び東京都駐車場条例に基づく大規模建築物附置義務駐

車施設、届出駐車場等の整備が行われています。 

また、平成 14 年４月に東京都駐車場条例が改正され、特定用途の延べ面積が一定規模以上にな

る建築物に対して荷さばき駐車施設を義務付ける規定が盛り込まれ、同年 10 月に施行されました。 

駐車場整備地区は、商業地域及び近隣商業地域内とこれらの周辺地域において、自動車交通が著

しく輻輳
ふくそう

する地区で、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域

について、定める地区です。この地区を決定した場合は、更にその地区内における駐車場整備計画

を定めることができます。 

都内では、令和７年４月１日現在、区部において、都心部、代々木、渋谷、池袋、上野・浅草、

新宿区、千代田区、大田区、足立区及び中野駅周辺の 10 地区、多摩部においては、町田、八王子

及び立川市の３地区、合計約 3,300ha が都市計画決定されています。 

都市計画自動車駐車場については、令和７年４月１日現在、55 か所約 16,100 台であり、このう

ち 48 か所約 16,700 台が供用されています。 

自転車駐車場については、通勤・通学等による鉄道駅の放置自転車を解消するため、その整備が

必要であり、区市町村等が自転車駐車場を整備する際には、都市計画施設として決定後、国庫補助

対象事業として建設することができるようになっています。都においては、令和７年４月１日現在、

84 か所約 113,000 台が計画決定され、そのうち 75 か所約 99,000 台が供用されています。 

 

((44))  空空  港港（（飛飛行行場場））  

都内には、航空法に基づく陸上空港等である東京国際（羽田）、大島、新島、神津島、三宅島、

八丈島及び調布の七つの空港(飛行場)があります。東京国際空港（羽田）は、空港法に基づく国際

航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として国が管理し、大島、新島、神津島、三宅島

及び八丈島の各空港は、国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港として東京都が管

理しています。 

また、東京都が管理する調布飛行場は、「東京調布飛行場」として都市計画決定されています。 
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③ 日暮里・舎人線整備事業 
常磐新線 (つくばエクスプレス) 

  
整備事業 

東京臨海高速鉄道 
  

臨海副都心線(りんかい線)整備事業 

 日暮里・舎人ライナーは、昭和 60 年

７月、運輸省政策審議会の答申（第７

号）を受け、区部北東部の交通不便地

域の解消及び沿線地域の発展を目的と

して整備する。 

 常磐新線は、昭和 60 年７月、運輸政

策審議会の答申（第７号）を受け、増

大する千葉・茨城方面からの通勤需要

に対応するとともに、区部北東部の公

共交通を充実させ、沿線地域の開発を

促進させることを目的として整備す

る。 

 東京臨海高速鉄道（りんかい線）

は、「第三次東京都長期計画」（平成

２年 11 月）で位置付けられた路線であ

り、首都圏メガロポリスを支える都市

基盤として鉄道ネットワークを形成す

るため、新木場～大崎間 12.2km を整備

した。 

１ 整備区間 

  日暮里～見沼代親水公園間 

約 9.7 ㎞ 

  駅数 13 駅 

２ 輸送人員 

  一日当たり約 91,000 人 

（令和元年度平均） 

３ 開業 

  平成 20 年３月 

 

４ 導入システム 

  標準型新交通システム 

１ 整備区間 

  秋葉原～つくば間 

  約 58.3 ㎞ 

  駅数 20 駅 

２ 輸送人員 

  一日当たり約 278,000人 

（令和元年度平均） 

３ 開業 

  平成 17 年８月 

 

４ 導入システム 

  鉄道 

 

（延伸区間） 

国際競争力の強化に資する鉄道ネット

ワークのプロジェクト 

  秋葉原～東京（新東京）間 

１ 整備区間 

  新木場～大崎間 

  約 12.2km 

  駅数 ８駅 

２ 乗車人員 

  一日当たり約 259,000 人 

（令和元年度平均）       

３ 開業 

  平成８年３月 新木場～東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ 

  間 

  平成14年12月 東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ～大崎間 

４ 導入システム 

  鉄道 

 

 

インフラ部……東京都建設局 

インフラ外部…東京都地下鉄建設 

       株式会社 

       （第三セクター） 

首都圏新都市鉄道株式会社 

      （第三セクター） 

東京臨海高速鉄道株式会社 

      （第三セクター） 

昭和60年７月： 

61年11月： 

 

平成３年４月： 

 

４年10月： 

 

 

７年12月： 

８年８月： 

９年12月： 

19年10月： 

 

 

20 年３月： 

運輸政策審議会答申 

「第二次東京都長期

計画」に位置付け 

国庫補助事業として

新規採択 

インフラ外部の事業

主体決定（東京都地

下鉄建設㈱） 

軌道法特許取得 

都市計画決定 

工事着手 

軌道事業譲渡許可

（東京都地下鉄建設

㈱→東京都交通局） 

開業 

昭和60年７月： 

61年11月： 

 

平成元年９月： 

 

 

 

 

３年３月： 

 

４年１月： 

 

５年12月： 

 

６年10月： 

７年９月： 

 

 

17 年８月： 

28 年４月： 

運輸政策審議会答申 

「第二次東京都長期

計画」に位置付け 

「大都市地域におけ

る宅地開発及び鉄道

整備の一体的推進に

関する特別措置法」

施行 

「首都圏新都市鉄道

㈱」設立 

第一種鉄道事業免許

取得 

都市計画決定・工事

着手(秋葉原～新浅草間) 

起工式開催 

都市計画決定・工事

着手 

（新浅草～都県境間） 

開業 

交通政策審議会答申第

198号に常磐新線の延

伸（秋葉原～東京（新

東京））を位置付け 

平成３年３月： 

 

３年11月： 

 

４年３月： 

 

６年５月： 

 

７年12月： 

８年３月： 

 

 〃 ： 

 

 〃 ： 

 

13年３月： 

 

14年12月： 

東京臨海高速鉄道㈱の 

設立 

第一種鉄道事業免許取

得（第一期事業区間） 

工事に着手（第一期事 

業区間） 

第二期事業区間につい

て免許取得 

工事施行認可取得 

新木場～東京テレポー

ト間開業 

第二期事業区間の都市 

計画決定 

第二期事業区間の工事 

着手 

東京テレポート～天王

洲アイル間開業 

天王洲アイル～大崎間

開業（全線開業） 
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((33))  駐駐車車場場整整備備地地区区・・駐駐車車場場（（自自動動車車・・自自転転車車））  

都市における駐車需要に対応し、違法路上駐車の減少や道路交通の円滑化を図るためには、自動

車駐車場の整備が必要です。このため、都市計画において駐車場整備地区を定めるとともに、都市

計画法に基づく都市計画駐車場、駐車場法及び東京都駐車場条例に基づく大規模建築物附置義務駐

車施設、届出駐車場等の整備が行われています。 

また、平成 14 年４月に東京都駐車場条例が改正され、特定用途の延べ面積が一定規模以上にな

る建築物に対して荷さばき駐車施設を義務付ける規定が盛り込まれ、同年 10 月に施行されました。 

駐車場整備地区は、商業地域及び近隣商業地域内とこれらの周辺地域において、自動車交通が著

しく輻輳
ふくそう

する地区で、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域

について、定める地区です。この地区を決定した場合は、更にその地区内における駐車場整備計画

を定めることができます。 

都内では、令和７年４月１日現在、区部において、都心部、代々木、渋谷、池袋、上野・浅草、

新宿区、千代田区、大田区、足立区及び中野駅周辺の 10 地区、多摩部においては、町田、八王子

及び立川市の３地区、合計約 3,300ha が都市計画決定されています。 

都市計画自動車駐車場については、令和７年４月１日現在、55 か所約 16,100 台であり、このう

ち 48 か所約 16,700 台が供用されています。 

自転車駐車場については、通勤・通学等による鉄道駅の放置自転車を解消するため、その整備が

必要であり、区市町村等が自転車駐車場を整備する際には、都市計画施設として決定後、国庫補助

対象事業として建設することができるようになっています。都においては、令和７年４月１日現在、

84 か所約 113,000 台が計画決定され、そのうち 75 か所約 99,000 台が供用されています。 

 

((44))  空空  港港（（飛飛行行場場））  

都内には、航空法に基づく陸上空港等である東京国際（羽田）、大島、新島、神津島、三宅島、

八丈島及び調布の七つの空港(飛行場)があります。東京国際空港（羽田）は、空港法に基づく国際

航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として国が管理し、大島、新島、神津島、三宅島

及び八丈島の各空港は、国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港として東京都が管

理しています。 

また、東京都が管理する調布飛行場は、「東京調布飛行場」として都市計画決定されています。 
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東京ＢＲＴについて

都は、都心と臨海地域とを結ぶ公共交通機関である東京ＢＲＴ事業を、運行事業者と連携して

進めています。

令和２年 10 月より、虎ノ門から新橋を経て晴海に至るルートでプレ運行（一次）を開始し、令

和５年４月からは、プレ運行（二次）としてルートを有明・豊洲方面へ拡大、さらに令和６年２

月に選手村ルートの運行を開始したことで、当初計画していた全てのルートが揃いました。

現在は、検討路線に位置付けられたルートの延伸について検討を進めています。

＜トピック＞

－ －

２２ 公公園園緑緑地地

公公園園緑緑地地計計画画

公園緑地をはじめとする緑は、快適な環境を保つ機能、避難場所や災害時の活動拠点、延

焼遮断などの防災上の機能、都民の憩いの場としてのレクリエーション機能など、重要な役

割を担っており、安全かつ快適な都市生活を保つために不可欠です。

令和 年の都市計画区域マスタープランにおいて、都市計画公園や緑地の整備、農地や樹

林地等の保全を推進するとともに、防災や都市再生など様々な施策とも連動させながら、あ

らゆる場所でみどりを創出・保全していくことで、みどりあふれた都市を創り上げることと

しています。

これらの実現に向けて、都市計画においては、用地を取得し、基盤施設として整備するこ

とを目的とした都市計画公園・緑地等の計画と、民有地の緑を保全することを目的とした地

域制緑地の指定について定めています。

都市計画公園、緑地等の計画は、「東京市区改正設計」以来幾多の変遷を経て今日に至っ

ていますが、現在の都市計画公園及び緑地の原型は昭和 年代に策定された計画などにあり、

現行の公園及び緑地計画の基礎となっています。その後、返還基地跡地や筑波移転跡地、工

場等の移転跡地といった規模の大きな土地が公園緑地として都市計画決定されました。現在

の公園及び緑地の都市計画決定状況は第第３３－－ 表表（（ ペペーージジ））のとおりです。公園・緑地

はまちづくりの中での役割や規模から、この表のような種別に分けられています。

また、地域制緑地については、開発行為の制限等により現状凍結的に緑地として保存する

「特別緑地保全地区」、都市の良好な風致を維持するために定める「風致地区」、農業等と

調整を図りつつ良好な都市環境を形成する「生産緑地地区」などを指定し、民有緑地の保全

に努めています。現在の指定状況は第第３３－－ 表表（（ ペペーージジ））のとおりです。このほか、総

合設計制度等による公開空地の確保や屋上・壁面等の緑化など、緑の充実に向けて様々な取

組を行っています。

令和６年度、気候変動対策、生物多様性の確保、幸福度（ ）の向上等の課題解

決に向けて、都市における緑地の質・量両面での確保等を推し進めるため、都市緑地法が改

正され、国により「緑の基本方針」が示されました。都は、これを受けて、広域的な観点か

ら緑地保全等を推進するため「緑の広域計画」の策定を検討しています。

ア 都市計画公園・緑地の整備方針

都市計画公園・緑地については、今後 年間に優先的に整備する「重点公園・緑地」及び

「優先整備区域」を定めた「都市計画公園・緑地の整備方針」を、平成 年に都、特別区、

市及び町合同で策定しました。平成 年の改定を経て、令和２年７月には「都市づくりのグ

ランドデザイン」（平成 年 月策定）及び「『未来の東京』戦略ビジョン」（令和元年

月策定）が目指す緑溢れる東京の実現と災害に強い都市の構築に向けた改定を行い、令和
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東京ＢＲＴについて

都は、都心と臨海地域とを結ぶ公共交通機関である東京ＢＲＴ事業を、運行事業者と連携して

進めています。

令和２年 10 月より、虎ノ門から新橋を経て晴海に至るルートでプレ運行（一次）を開始し、令

和５年４月からは、プレ運行（二次）としてルートを有明・豊洲方面へ拡大、さらに令和６年２

月に選手村ルートの運行を開始したことで、当初計画していた全てのルートが揃いました。

現在は、検討路線に位置付けられたルートの延伸について検討を進めています。

＜トピック＞

－ －

２２ 公公園園緑緑地地

公公園園緑緑地地計計画画

公園緑地をはじめとする緑は、快適な環境を保つ機能、避難場所や災害時の活動拠点、延

焼遮断などの防災上の機能、都民の憩いの場としてのレクリエーション機能など、重要な役

割を担っており、安全かつ快適な都市生活を保つために不可欠です。

令和 年の都市計画区域マスタープランにおいて、都市計画公園や緑地の整備、農地や樹

林地等の保全を推進するとともに、防災や都市再生など様々な施策とも連動させながら、あ

らゆる場所でみどりを創出・保全していくことで、みどりあふれた都市を創り上げることと

しています。

これらの実現に向けて、都市計画においては、用地を取得し、基盤施設として整備するこ

とを目的とした都市計画公園・緑地等の計画と、民有地の緑を保全することを目的とした地

域制緑地の指定について定めています。

都市計画公園、緑地等の計画は、「東京市区改正設計」以来幾多の変遷を経て今日に至っ

ていますが、現在の都市計画公園及び緑地の原型は昭和 年代に策定された計画などにあり、

現行の公園及び緑地計画の基礎となっています。その後、返還基地跡地や筑波移転跡地、工

場等の移転跡地といった規模の大きな土地が公園緑地として都市計画決定されました。現在

の公園及び緑地の都市計画決定状況は第第３３－－ 表表（（ ペペーージジ））のとおりです。公園・緑地

はまちづくりの中での役割や規模から、この表のような種別に分けられています。

また、地域制緑地については、開発行為の制限等により現状凍結的に緑地として保存する

「特別緑地保全地区」、都市の良好な風致を維持するために定める「風致地区」、農業等と

調整を図りつつ良好な都市環境を形成する「生産緑地地区」などを指定し、民有緑地の保全

に努めています。現在の指定状況は第第３３－－ 表表（（ ペペーージジ））のとおりです。このほか、総

合設計制度等による公開空地の確保や屋上・壁面等の緑化など、緑の充実に向けて様々な取

組を行っています。

令和６年度、気候変動対策、生物多様性の確保、幸福度（ ）の向上等の課題解

決に向けて、都市における緑地の質・量両面での確保等を推し進めるため、都市緑地法が改

正され、国により「緑の基本方針」が示されました。都は、これを受けて、広域的な観点か

ら緑地保全等を推進するため「緑の広域計画」の策定を検討しています。

ア 都市計画公園・緑地の整備方針

都市計画公園・緑地については、今後 年間に優先的に整備する「重点公園・緑地」及び

「優先整備区域」を定めた「都市計画公園・緑地の整備方針」を、平成 年に都、特別区、

市及び町合同で策定しました。平成 年の改定を経て、令和２年７月には「都市づくりのグ

ランドデザイン」（平成 年 月策定）及び「『未来の東京』戦略ビジョン」（令和元年

月策定）が目指す緑溢れる東京の実現と災害に強い都市の構築に向けた改定を行い、令和
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年度までを計画期間とする優先整備区域を か所、約 定め、事業を推進しています。

イ 民設公園制度・公園まちづくり制度

「民設公園制度」は、従来の公共による都市計画公園等の整備に加え、新たに民間活力を

導入し、都市計画公園及び緑地を早期に公園的空間として整備・公開するもので、都独自の

新たな公園づくりの仕組みとして、平成 年５月に創設しました。具体的には、未整備の都

市計画公園等の区域内において、都が認定する事業に対し、建築制限の緩和等の優遇措置を

与え、敷地内でのマンション等の建築を可能にするとともに、民間事業者は、敷地の７割以

上かつ１ 以上を公園的空間として整備・管理し、無償で公開するものです。

「公園まちづくり制度」は、民間都市開発と連携したまちづくりの中で、地域の防災性の

向上や緑豊かな都市空間の形成など、公園機能の早期発現を図ることを目的とし、当初都市

計画決定から 年以上経過した未供用区域の一定規模以上を地区施設等の緑地として担保す

ることを条件に、都市計画公園及び緑地を変更する制度として、平成 年 月に創設しま

した。

ウ 公開空地等のみどりづくり指針

従来、都市開発諸制度等で生まれる公開空地等の緑の計画は、建築計画が定まった後に協

議・調整を行っていたため、公開空地等相互の緑のネットワークの形成などの面で十分でな

い状況がありました。このため、平成 年５月に定めた「公開空地等のみどりづくり指針」

に基づき、事業者に「みどりのデータマップ」と「公開空地等のみどりづくり指針に関する

手引き」を事前に提供し、開発の企画構想段階から、緑のネットワークの形成や快適性、安

全性、景観、生物多様性の保全などに配慮した質の高い計画となるよう協議及び調整を行っ

ています。

エ 環境軸の形成

「環境軸」は、骨格となる都市施設（道路、公園、河川など）とその整備等を契機とした

周辺のまちづくりの中で一体的に形成される、広がりと厚みを持った豊かなみどり、オープ

ンスペース、良好な景観などの“みどり豊かな都市空間のネットワーク”です。

環境軸の形成により、特に期待される効果として、広がりと厚みのあるグリーンロードネ

ットワークの実現や都市環境の改善、都市の魅力向上など、水と緑の回廊で包まれた、美し

いまち東京の復活に貢献することが挙げられます。

今後も、環境軸形成の推進に向けて、「環境軸ガイドライン」（平成 年６月）や「環境

軸推進会議」（平成 年設置）を活用するとともに、実施事例等を参考としながら、都と区

市町とが連携して取り組んでいきます。

－ －

オ 緑確保の総合的な方針

減少傾向にある民有地の緑の保全やあらゆる都市空間への緑化の推進等の課題に対し、計

画的に東京の緑を確保していくことを目的に、都と区市町村 島しょを除く。 とが合同で、

平成 年５月に「緑確保の総合的な方針」を策定しました。計画期間が到来し、更なる緑の

保全を進めるため、令和２年７月に方針の改定を行い、令和 年度までに緑を確保する確保

地を約 と設定するなどとした「既存の緑を守る方針」等に基づき、区市町村と連携し

て緑確保に取り組んでいます。

都都市市景景観観

ア 魅力的な都市景観の形成に向けて

東京の多様な魅力を景観づくりに生かすためには、従来のような個別事業の集積だけでな

く、総合的な観点から景観行政に取り組む必要があります。このため、平成９年 月に東

京都景観条例を制定し、東京の景観の骨格を形成している特色ある地形や自然を「景観基

本軸」として指定し、地域の特性を生かした景観誘導を行うなど、国が法律を制定する以

前から、都独自の取組を行ってきました。

平成 年に景観法が制定され、景観の誘導に一定の実効性を伴う制度が創設されると、

東京都は、景観法に基づく施策の実施主体である景観行政団体となりました。

平成 年 月には、東京都景観条例を全面改正し、景観法に基づく施策の施行に関す

る事項を追加するとともに、平成 年３月には、景観行政団体としての取組と都独自の取

組とを合わせた東京都景観計画を策定し、景観法の活用はもとより、都市計画、建築行政、

観光施策など局内外にわたる幅広い分野との連携を図りながら、実効性ある景観誘導に取

り組んでいます。

景観法に基づく届出制度では、隅田川や国分寺崖線など東京全体の景観構造の主要な骨格

となる「景観基本軸」や、文化財庭園の周辺や臨海部の水辺の周辺など、他とは性格の異

なる景観や観光資源を持つ一定の広がりのある地域を「景観形成特別地区」と位置付け、

建築物等の配置、高さ・規模、色彩・形態・意匠、外構及び緑化についての景観誘導や屋

外広告物規制を一体的に実施し、重点的に景観形成を図っています。
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年度までを計画期間とする優先整備区域を か所、約 定め、事業を推進しています。

イ 民設公園制度・公園まちづくり制度

「民設公園制度」は、従来の公共による都市計画公園等の整備に加え、新たに民間活力を

導入し、都市計画公園及び緑地を早期に公園的空間として整備・公開するもので、都独自の

新たな公園づくりの仕組みとして、平成 年５月に創設しました。具体的には、未整備の都

市計画公園等の区域内において、都が認定する事業に対し、建築制限の緩和等の優遇措置を

与え、敷地内でのマンション等の建築を可能にするとともに、民間事業者は、敷地の７割以

上かつ１ 以上を公園的空間として整備・管理し、無償で公開するものです。

「公園まちづくり制度」は、民間都市開発と連携したまちづくりの中で、地域の防災性の

向上や緑豊かな都市空間の形成など、公園機能の早期発現を図ることを目的とし、当初都市

計画決定から 年以上経過した未供用区域の一定規模以上を地区施設等の緑地として担保す

ることを条件に、都市計画公園及び緑地を変更する制度として、平成 年 月に創設しま

した。

ウ 公開空地等のみどりづくり指針

従来、都市開発諸制度等で生まれる公開空地等の緑の計画は、建築計画が定まった後に協

議・調整を行っていたため、公開空地等相互の緑のネットワークの形成などの面で十分でな

い状況がありました。このため、平成 年５月に定めた「公開空地等のみどりづくり指針」

に基づき、事業者に「みどりのデータマップ」と「公開空地等のみどりづくり指針に関する

手引き」を事前に提供し、開発の企画構想段階から、緑のネットワークの形成や快適性、安

全性、景観、生物多様性の保全などに配慮した質の高い計画となるよう協議及び調整を行っ

ています。

エ 環境軸の形成

「環境軸」は、骨格となる都市施設（道路、公園、河川など）とその整備等を契機とした

周辺のまちづくりの中で一体的に形成される、広がりと厚みを持った豊かなみどり、オープ

ンスペース、良好な景観などの“みどり豊かな都市空間のネットワーク”です。

環境軸の形成により、特に期待される効果として、広がりと厚みのあるグリーンロードネ

ットワークの実現や都市環境の改善、都市の魅力向上など、水と緑の回廊で包まれた、美し

いまち東京の復活に貢献することが挙げられます。

今後も、環境軸形成の推進に向けて、「環境軸ガイドライン」（平成 年６月）や「環境

軸推進会議」（平成 年設置）を活用するとともに、実施事例等を参考としながら、都と区

市町とが連携して取り組んでいきます。
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オ 緑確保の総合的な方針

減少傾向にある民有地の緑の保全やあらゆる都市空間への緑化の推進等の課題に対し、計

画的に東京の緑を確保していくことを目的に、都と区市町村 島しょを除く。 とが合同で、

平成 年５月に「緑確保の総合的な方針」を策定しました。計画期間が到来し、更なる緑の

保全を進めるため、令和２年７月に方針の改定を行い、令和 年度までに緑を確保する確保

地を約 と設定するなどとした「既存の緑を守る方針」等に基づき、区市町村と連携し

て緑確保に取り組んでいます。

都都市市景景観観

ア 魅力的な都市景観の形成に向けて

東京の多様な魅力を景観づくりに生かすためには、従来のような個別事業の集積だけでな

く、総合的な観点から景観行政に取り組む必要があります。このため、平成９年 月に東

京都景観条例を制定し、東京の景観の骨格を形成している特色ある地形や自然を「景観基

本軸」として指定し、地域の特性を生かした景観誘導を行うなど、国が法律を制定する以

前から、都独自の取組を行ってきました。

平成 年に景観法が制定され、景観の誘導に一定の実効性を伴う制度が創設されると、

東京都は、景観法に基づく施策の実施主体である景観行政団体となりました。

平成 年 月には、東京都景観条例を全面改正し、景観法に基づく施策の施行に関す

る事項を追加するとともに、平成 年３月には、景観行政団体としての取組と都独自の取

組とを合わせた東京都景観計画を策定し、景観法の活用はもとより、都市計画、建築行政、

観光施策など局内外にわたる幅広い分野との連携を図りながら、実効性ある景観誘導に取

り組んでいます。

景観法に基づく届出制度では、隅田川や国分寺崖線など東京全体の景観構造の主要な骨格

となる「景観基本軸」や、文化財庭園の周辺や臨海部の水辺の周辺など、他とは性格の異

なる景観や観光資源を持つ一定の広がりのある地域を「景観形成特別地区」と位置付け、

建築物等の配置、高さ・規模、色彩・形態・意匠、外構及び緑化についての景観誘導や屋

外広告物規制を一体的に実施し、重点的に景観形成を図っています。
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地地区区区区分分  範範囲囲  主主なな届届出出対対象象規規模模（（建建築築物物等等））  

景景
観観
基基
本本
軸軸  

臨海 

海域：羽田沖・中央防波堤沖、葛西海浜公園

沖を含む海域

陸域：水際から ｍの陸域及び葛西沖開発土

地区画整理事業によって埋め立てられた区域

まで 

高さ 15m 又は延べ面積 3,000 ㎡以上 

隅田川 隅田川と隅田川の両側から 50ｍ 
高さ 15m 又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

神田川 神田川と神田川の両側から 30ｍと日本橋川 

玉川上水 玉川上水の中心から両側 100ｍ 高さ 10ｍ以上 

国 分 寺

崖線 

【低地側】崖線からお

おむね 360ｍ 

【台地側】崖線からお

おむね 80ｍ 
高さ 10m 又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

丘陵地 丘陵地の山裾からおおむね 500ｍ 高さ 10ｍ以上 

景景
観観
形形
成成
特特
別別
地地
区区  

文化財

庭園等 

浜離宮・旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、新

宿御苑、小石川植物園、小石川後楽園、六

義園、旧岩崎邸庭園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸

庭園の各施設の外周からおおむね 100～

300ｍ 

高さ 20ｍ以上 

水 辺 
臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸の中で

特に重点的に取り組む区域 

高さ 15m 又は延べ面積 3,000 ㎡以上（隅

田川景観基本軸の区域は、高さ 15ｍ又は

延べ面積 1,000 ㎡以上） 

小笠原
（父島二見

港周辺） 
父島二見港周辺 

地階を除く 3 階以上又は延べ面積 300 ㎡

以上 

そそ
のの
他他  

一般地域 
東京都の区域で、景観基本軸及び景観形成

特別地区以外の区域 

【特別区】 

高さ 60ｍ又は延べ

面積 3 万㎡以上 

【市町村】 

高さ 45ｍ又は延べ

面積 1万5千㎡以上 

また、都独自の取組である「大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度」では、特定街

区制度や総合設計制度など、都市開発諸制度等を適用する建築物を対象に、事業の企画・

提案などの段階から事業者と景観に関する協議を行うこととし、統一感のある街区の形成、

歴史的建造物の保存や再生、公開空地や緑地の整備など、良好な景観形成に資する計画の

誘導を図っています。

国会議事堂、迎賓館、絵画館、東京駅丸の内駅舎など、首都東京を象徴する建築物の周辺

で計画される建築物等の高さの適切な誘導や、文化財庭園内からの眺望保全、皇居周辺の

第第３３－－ 図図 景景観観計計画画区区域域内内ににおおけけるる地地区区区区分分図図

凡凡例例

臨海景観基本軸

隅田川景観基本軸

神田川景観基本軸

玉川上水景観基本軸

国分寺崖線景観基本軸

丘陵地景観基本軸

文化財庭園等景観形成特別地区

水辺景観形成特別地区

一般地域

凡凡例例

臨海景観基本軸

隅田川景観基本軸

神田川景観基本軸

玉川上水景観基本軸

国分寺崖線景観基本軸

丘陵地景観基本軸

文化財庭園等景観形成特別地区

水辺景観形成特別地区

小笠原（父島二見港周辺）景観形成特別地区

一般地域

父島 

＜島しょ＞ 
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風格ある景観誘導など、東京の景観形成上特に重要な区域を景観誘導区域と位置付け、そ

れぞれの区域ごとに個別に定めた基準に適合させることにより、風格ある都市景観の実現

を図っています。

また、平成 年８月には、夜間における景観の形成に関する方針を追加する景観計画の

改定を行い、良質な光の誘導及び地域の個性を生かした魅力的な夜間景観の形成に取り組

んでいます。

東京都は、景観行政団体として、東京都景観計画に基づき、美しく風格のある首都東京の

実現及び地域にふさわしい景観形成を推進していくとともに、住民に身近な自治体である

区市町村が住民とともに良好な景観形成に向けた取組を行うべきとの観点から、景観行政

団体となって自ら景観行政を行おうとする区市町村に対し、積極的な支援を行っています。

その一方で、東京は首都としての景観形成が重要であることや、東京の市街地が区市の境

界を越えて連なり一体的景観形成が必要であることなどから、広域的景観に関する施策に

ついては、関係区市町村と連携・協力しながら、広域的観点から景観形成に取り組んでい

ます。

イ 都民自ら行う街並み景観づくり

平成 年３月に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例を制定し、都民自らが主体とな

って景観づくりを推進する街並み景観づくり制度を創設しました。

この制度は、知事が街並み景観づくりを推進する上で特に重要な地区を街並み景観重点地

区として指定し、地域の住民等によって結成された協議会（街並み景観準備協議会）が中心

となって、地域の主体性を生かしながら、一体的な街並み景観づくりに取り組むものです。

協議会からの要請に基づき当該地区の街並み景観づくりを担う街並みデザイナーを選任し、

当該デザイナーと地元住民等が共同で当該地区の景観づくりの基準となる街並み景観ガイド

ラインを定めます。ガイドラインの知事承認を受けた街並み重点地区内では、建築行為等を

行う事業者と協議会とが事前に景観協議等を行うことにより、地域の自主的な景観づくりを

推進しています。

この条例の特徴は、民（地元協議会）と民（事業者）との景観協議を制度化していること

にあり、より地域に即した形での個性豊かで魅力ある街並み景観づくりが行える仕組みとな

っています。

ウ 屋外広告物規制による良好な景観の創出

東京都では、昭和 年に東京都屋外広告物条例を制定し、その後、改正を重ねながら、

街の美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止することを目的に屋外広告物に対する規制

を実施してきました。
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地地区区区区分分  範範囲囲  主主なな届届出出対対象象規規模模（（建建築築物物等等））  

景景
観観
基基
本本
軸軸  

臨海 

海域：羽田沖・中央防波堤沖、葛西海浜公園

沖を含む海域

陸域：水際から ｍの陸域及び葛西沖開発土

地区画整理事業によって埋め立てられた区域

まで 

高さ 15m 又は延べ面積 3,000 ㎡以上 

隅田川 隅田川と隅田川の両側から 50ｍ 
高さ 15m 又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

神田川 神田川と神田川の両側から 30ｍと日本橋川 

玉川上水 玉川上水の中心から両側 100ｍ 高さ 10ｍ以上 

国 分 寺

崖線 

【低地側】崖線からお

おむね 360ｍ 

【台地側】崖線からお

おむね 80ｍ 
高さ 10m 又は延べ面積 1,000 ㎡以上 

丘陵地 丘陵地の山裾からおおむね 500ｍ 高さ 10ｍ以上 

景景
観観
形形
成成
特特
別別
地地
区区  

文化財

庭園等 

浜離宮・旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、新

宿御苑、小石川植物園、小石川後楽園、六

義園、旧岩崎邸庭園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸

庭園の各施設の外周からおおむね 100～

300ｍ 

高さ 20ｍ以上 

水 辺 
臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸の中で

特に重点的に取り組む区域 

高さ 15m 又は延べ面積 3,000 ㎡以上（隅

田川景観基本軸の区域は、高さ 15ｍ又は

延べ面積 1,000 ㎡以上） 

小笠原
（父島二見

港周辺） 
父島二見港周辺 

地階を除く 3 階以上又は延べ面積 300 ㎡

以上 

そそ
のの
他他  

一般地域 
東京都の区域で、景観基本軸及び景観形成

特別地区以外の区域 

【特別区】 

高さ 60ｍ又は延べ

面積 3 万㎡以上 

【市町村】 

高さ 45ｍ又は延べ

面積1万5千㎡以上 

また、都独自の取組である「大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度」では、特定街

区制度や総合設計制度など、都市開発諸制度等を適用する建築物を対象に、事業の企画・

提案などの段階から事業者と景観に関する協議を行うこととし、統一感のある街区の形成、

歴史的建造物の保存や再生、公開空地や緑地の整備など、良好な景観形成に資する計画の

誘導を図っています。

国会議事堂、迎賓館、絵画館、東京駅丸の内駅舎など、首都東京を象徴する建築物の周辺

で計画される建築物等の高さの適切な誘導や、文化財庭園内からの眺望保全、皇居周辺の

第第３３－－ 図図 景景観観計計画画区区域域内内ににおおけけるる地地区区区区分分図図

凡凡例例

臨海景観基本軸

隅田川景観基本軸

神田川景観基本軸

玉川上水景観基本軸

国分寺崖線景観基本軸

丘陵地景観基本軸

文化財庭園等景観形成特別地区

水辺景観形成特別地区

一般地域

凡凡例例

臨海景観基本軸

隅田川景観基本軸

神田川景観基本軸

玉川上水景観基本軸

国分寺崖線景観基本軸

丘陵地景観基本軸

文化財庭園等景観形成特別地区

水辺景観形成特別地区

小笠原（父島二見港周辺）景観形成特別地区

一般地域

父島 

＜島しょ＞ 

－ －

風格ある景観誘導など、東京の景観形成上特に重要な区域を景観誘導区域と位置付け、そ

れぞれの区域ごとに個別に定めた基準に適合させることにより、風格ある都市景観の実現

を図っています。

また、平成 年８月には、夜間における景観の形成に関する方針を追加する景観計画の

改定を行い、良質な光の誘導及び地域の個性を生かした魅力的な夜間景観の形成に取り組

んでいます。

東京都は、景観行政団体として、東京都景観計画に基づき、美しく風格のある首都東京の

実現及び地域にふさわしい景観形成を推進していくとともに、住民に身近な自治体である

区市町村が住民とともに良好な景観形成に向けた取組を行うべきとの観点から、景観行政

団体となって自ら景観行政を行おうとする区市町村に対し、積極的な支援を行っています。

その一方で、東京は首都としての景観形成が重要であることや、東京の市街地が区市の境

界を越えて連なり一体的景観形成が必要であることなどから、広域的景観に関する施策に

ついては、関係区市町村と連携・協力しながら、広域的観点から景観形成に取り組んでい

ます。

イ 都民自ら行う街並み景観づくり

平成 年３月に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例を制定し、都民自らが主体とな

って景観づくりを推進する街並み景観づくり制度を創設しました。

この制度は、知事が街並み景観づくりを推進する上で特に重要な地区を街並み景観重点地

区として指定し、地域の住民等によって結成された協議会（街並み景観準備協議会）が中心

となって、地域の主体性を生かしながら、一体的な街並み景観づくりに取り組むものです。

協議会からの要請に基づき当該地区の街並み景観づくりを担う街並みデザイナーを選任し、

当該デザイナーと地元住民等が共同で当該地区の景観づくりの基準となる街並み景観ガイド

ラインを定めます。ガイドラインの知事承認を受けた街並み重点地区内では、建築行為等を

行う事業者と協議会とが事前に景観協議等を行うことにより、地域の自主的な景観づくりを

推進しています。

この条例の特徴は、民（地元協議会）と民（事業者）との景観協議を制度化していること

にあり、より地域に即した形での個性豊かで魅力ある街並み景観づくりが行える仕組みとな

っています。

ウ 屋外広告物規制による良好な景観の創出

東京都では、昭和 年に東京都屋外広告物条例を制定し、その後、改正を重ねながら、

街の美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止することを目的に屋外広告物に対する規制

を実施してきました。
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街並みの景観形成との連携については、平成 年の屋外広告物法の改正及び東京都広告

物審議会答申（「東京における今後の広告物規制のあり方について」）を受けて条例を改正

し、その目的に「良好な景観の形成」を加えました。

また、平成 年３月に策定された東京都景観計画において、文化財庭園等周辺や水辺地

区を良好な景観を形成する上で特に重要な地区（景観形成特別地区）に指定し、建築物等の

景観誘導や屋外広告物の表示等に関して当該地区独自の規制を定めることとし、その実効性

を確保するため、平成 年４月に屋外広告物条例を改正しました。

良好な景観を阻害する違反広告物についても、平成 年の条例改正により対策を強化

（違反者の氏名公表及び過料規定の新設）、平成 年 月には、違反広告物取締りの実効

性を向上させるため、許可を受けた広告物等には「許可済シール」を貼付することとしまし

た。

また、都民の都市景観に対する関心の高まりを受けて、道路管理者、警察、都民の皆様等

と共同して、道路内の電柱等に放置された捨て看板、貼り紙、貼り札等を集中的に除却する

キャンペーンを毎年１回実施しています。

さらには、都内の繁華街を過度な発光などを伴い走行する広告宣伝車について、その多く

が、都条例が適用されない都外ナンバーであることから、令和６年３月に同条例施行規則を

改正し、同年６月から、都内を走行する都外ナンバーの広告宣伝車に対しても都条例を適用

することとしました。

今後とも区市町と連携しながら、実効性のある屋外広告物規制を実施し、積極的な景観向

上に取り組んでいきます。

－   － 65 

３３  供供給給処処理理施施設設  

((11))  上上水水道道  

水道事業は「東京市区改正設計」として明治 23 年に決定されて以来、その後の水需要の増

大に対処するため、戦前の第１次水道拡張計画及び戦後の第２次水道拡張計画（多摩川系）

が都市計画として決定され、実施されました。第１次計画によって、村山及び山口貯水池が、

第２次計画によって小河内貯水池がそれぞれ完成しました。 

 

((22))  下下水水道道  

区部における戦前の下水道事業の対象地域は、旧市内（ほぼ山の手線の内側及び江東地区

の西半分）に限られていましたが、昭和 25 年に現在の区部下水道事業の基本となる「東京特

別都市計画下水道」が決定されて以来、計画の変更（昭和 37 年) 及び区域の追加（昭和 39

年）によって、区部全域にわたり都市計画決定がなされました。その後、部分的な変更が行

われてきましたが、近年の市街化の進展に伴う下水量の増大に対処するため、荒川以東地域

（小菅、葛西及び中川処理区）の全面的な計画変更（昭和 49 年 12 月）と荒川以西地域の５

処理区（芝浦、砂町、落合、森ケ崎及び新河岸）の変更（昭和 51 年７月）が行われました。 

昭和 56 年には小台及び新河岸処理区、昭和 58 年には三河島処理区、平成元年には葛西処

理区の変更と臨海部地域が追加され、平成７年２月には港湾埋立地域が追加されるなど、順

次計画変更が行われています。 

区部の普及事業は着実に進み、下水道普及率は平成６年度末に 100％普及概成に至りました。 

現在の計画概要は、排水区域面積 56,700ha を 10 処理区に分け、幹線 管渠
かんきょ

延長約 1,140 ㎞、

ポンプ所 83 か所、水再生センター14 か所、浄化センター２か所及び汚泥処理プラント２か所

が都市計画決定されており、下水道局が都市計画事業認可を得て事業を行っています。 

多摩地区の下水道事業は、昭和 20 年代半ばから一部の市で行われていましたが、本格的に

事業が開始されたのは、昭和 43 年の「三多摩地区総合排水計画（第二次）」以降です。 

流域下水道は、河川、湖沼、海域など、いわゆる公共用水域の水質環境基準の達成と、そ

れらの流域内における快適な生活環境の実現を大きな目的としており、流域内にある複数の

市町村が管理する公共下水道からの下水を行政区域を越えて効率的に収集・処理した後、河

川などへ放流するものです。この流域下水道は、下水道幹線、ポンプ所及び終末処理場とい

う基幹施設で構成され、原則として都道府県が建設及び維持管理を行うことになっています。 

流域下水道計画は、26 市３町１村、47,188ha を８処理区（野川、北多摩一号、北多摩二号、

多摩川上流、南多摩、浅川、秋川及び荒川右岸）に分け、水再生センター７か所、ポンプ所

２か所及び幹線 管渠
かんきょ

延長約 232 ㎞（雨水含む。)が都市計画決定されています。 

都市計画区域外における下水道整備としては、奥多摩町及び檜原村の一部地区での特定環

境保全公共下水道事業があります。 

参参照照：：第第３３－－2211 表表  下下水水道道施施設設事事業業現現況況表表（（114499 ペペーージジ））  
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街並みの景観形成との連携については、平成 年の屋外広告物法の改正及び東京都広告

物審議会答申（「東京における今後の広告物規制のあり方について」）を受けて条例を改正

し、その目的に「良好な景観の形成」を加えました。

また、平成 年３月に策定された東京都景観計画において、文化財庭園等周辺や水辺地

区を良好な景観を形成する上で特に重要な地区（景観形成特別地区）に指定し、建築物等の

景観誘導や屋外広告物の表示等に関して当該地区独自の規制を定めることとし、その実効性

を確保するため、平成 年４月に屋外広告物条例を改正しました。

良好な景観を阻害する違反広告物についても、平成 年の条例改正により対策を強化

（違反者の氏名公表及び過料規定の新設）、平成 年 月には、違反広告物取締りの実効

性を向上させるため、許可を受けた広告物等には「許可済シール」を貼付することとしまし

た。

また、都民の都市景観に対する関心の高まりを受けて、道路管理者、警察、都民の皆様等

と共同して、道路内の電柱等に放置された捨て看板、貼り紙、貼り札等を集中的に除却する

キャンペーンを毎年１回実施しています。

さらには、都内の繁華街を過度な発光などを伴い走行する広告宣伝車について、その多く

が、都条例が適用されない都外ナンバーであることから、令和６年３月に同条例施行規則を

改正し、同年６月から、都内を走行する都外ナンバーの広告宣伝車に対しても都条例を適用

することとしました。

今後とも区市町と連携しながら、実効性のある屋外広告物規制を実施し、積極的な景観向

上に取り組んでいきます。
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３３  供供給給処処理理施施設設  

((11))  上上水水道道  

水道事業は「東京市区改正設計」として明治 23 年に決定されて以来、その後の水需要の増

大に対処するため、戦前の第１次水道拡張計画及び戦後の第２次水道拡張計画（多摩川系）

が都市計画として決定され、実施されました。第１次計画によって、村山及び山口貯水池が、

第２次計画によって小河内貯水池がそれぞれ完成しました。 

 

((22))  下下水水道道  

区部における戦前の下水道事業の対象地域は、旧市内（ほぼ山の手線の内側及び江東地区

の西半分）に限られていましたが、昭和 25 年に現在の区部下水道事業の基本となる「東京特

別都市計画下水道」が決定されて以来、計画の変更（昭和 37 年) 及び区域の追加（昭和 39

年）によって、区部全域にわたり都市計画決定がなされました。その後、部分的な変更が行

われてきましたが、近年の市街化の進展に伴う下水量の増大に対処するため、荒川以東地域

（小菅、葛西及び中川処理区）の全面的な計画変更（昭和 49 年 12 月）と荒川以西地域の５

処理区（芝浦、砂町、落合、森ケ崎及び新河岸）の変更（昭和 51 年７月）が行われました。 

昭和 56 年には小台及び新河岸処理区、昭和 58 年には三河島処理区、平成元年には葛西処

理区の変更と臨海部地域が追加され、平成７年２月には港湾埋立地域が追加されるなど、順

次計画変更が行われています。 

区部の普及事業は着実に進み、下水道普及率は平成６年度末に 100％普及概成に至りました。 

現在の計画概要は、排水区域面積 56,700ha を 10 処理区に分け、幹線 管渠
かんきょ

延長約 1,140 ㎞、

ポンプ所 83 か所、水再生センター14 か所、浄化センター２か所及び汚泥処理プラント２か所

が都市計画決定されており、下水道局が都市計画事業認可を得て事業を行っています。 

多摩地区の下水道事業は、昭和 20 年代半ばから一部の市で行われていましたが、本格的に

事業が開始されたのは、昭和 43 年の「三多摩地区総合排水計画（第二次）」以降です。 

流域下水道は、河川、湖沼、海域など、いわゆる公共用水域の水質環境基準の達成と、そ

れらの流域内における快適な生活環境の実現を大きな目的としており、流域内にある複数の

市町村が管理する公共下水道からの下水を行政区域を越えて効率的に収集・処理した後、河

川などへ放流するものです。この流域下水道は、下水道幹線、ポンプ所及び終末処理場とい

う基幹施設で構成され、原則として都道府県が建設及び維持管理を行うことになっています。 

流域下水道計画は、26 市３町１村、47,188ha を８処理区（野川、北多摩一号、北多摩二号、

多摩川上流、南多摩、浅川、秋川及び荒川右岸）に分け、水再生センター７か所、ポンプ所

２か所及び幹線 管渠
かんきょ

延長約 232 ㎞（雨水含む。)が都市計画決定されています。 

都市計画区域外における下水道整備としては、奥多摩町及び檜原村の一部地区での特定環

境保全公共下水道事業があります。 

参参照照：：第第３３－－2211 表表  下下水水道道施施設設事事業業現現況況表表（（114499 ペペーージジ））  
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芝浦水再生センター （東京都下水道局提供） 

－   － 67 

((33))  ごごみみ焼焼却却場場等等  

持続可能な循環型社会を実現するため、廃棄物の適正処理及び再資源化を促進し、廃棄物

処理施設などの施設の整備及び更新を計画的に進める必要があります。 

令和７年４月現在、区部においては、多摩川清掃工場をはじめとして 21 か所のごみ焼却場

及び 16 か所のごみ処理場が都市計画決定されています。 

参参照照：：第第３３－－2222 表表  ごごみみ焼焼却却場場（（区区部部））（（115500 ペペーージジ））  

多摩・島しょ地区においては、八王子市の館清掃工場をはじめとして、ごみ焼却場 24 か所、

ごみ処理場 23 か所及び汚物処理場 12 か所が都市計画決定されています。 

 

 

（練馬清掃工場 23 区清掃一部事務組合 HP より） 

 

((44))  地地域域冷冷暖暖房房  

地域冷暖房とは、個々の建築物ごとに設置していたボイラー・冷凍機等の熱源機器を地域

冷暖房プラントに集約し、必要な熱媒体（蒸気・温水・冷水）を導管により一定地域の建築

物に供給し、冷房、暖房、給湯等を行うシステムをいいます。都内では、令和７年４月１日

現在、72 地区が都市計画決定されています。 

 

４４  河河川川等等  

戦後、東京は急激な人口の増加により、周辺部まで市街化が進み、その結果、台風や集中豪雨

の際には、低地帯はもちろん、各所で 溢
いっ

水・氾濫の被害を受けてきました。こうした水害から
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芝浦水再生センター （東京都下水道局提供） 

－   － 67 

((33))  ごごみみ焼焼却却場場等等  

持続可能な循環型社会を実現するため、廃棄物の適正処理及び再資源化を促進し、廃棄物

処理施設などの施設の整備及び更新を計画的に進める必要があります。 

令和７年４月現在、区部においては、多摩川清掃工場をはじめとして 21 か所のごみ焼却場

及び 16 か所のごみ処理場が都市計画決定されています。 

参参照照：：第第３３－－2222 表表  ごごみみ焼焼却却場場（（区区部部））（（115500 ペペーージジ））  

多摩・島しょ地区においては、八王子市の館清掃工場をはじめとして、ごみ焼却場 24 か所、

ごみ処理場 23 か所及び汚物処理場 12 か所が都市計画決定されています。 

 

 

（練馬清掃工場 23 区清掃一部事務組合 HP より） 

 

((44))  地地域域冷冷暖暖房房  

地域冷暖房とは、個々の建築物ごとに設置していたボイラー・冷凍機等の熱源機器を地域

冷暖房プラントに集約し、必要な熱媒体（蒸気・温水・冷水）を導管により一定地域の建築

物に供給し、冷房、暖房、給湯等を行うシステムをいいます。都内では、令和７年４月１日

現在、72 地区が都市計画決定されています。 

 

４４  河河川川等等  

戦後、東京は急激な人口の増加により、周辺部まで市街化が進み、その結果、台風や集中豪雨

の際には、低地帯はもちろん、各所で 溢
いっ

水・氾濫の被害を受けてきました。こうした水害から
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都民を守るため、各種の河川改修事業等が行われています。 

 

((11))  河河  川川      

氾濫のおそれのある河川を改修し、水害の防止等を図る目的で、神田川、石神井川、野川

等 38 河川、延長約 326 ㎞について都市計画決定しています。 

 

((22))  運運  河河  

昭和 22 年に運河が計画決定されましたが、その後、水運は陸上交通に切り替えられていく

傾向が著しいため、昭和 39 年に計画の廃止・縮小が行われ、現在では、古川、小名木川など

６運河を残すのみです。  

 

((33))  防防潮潮施施設設  

この施設は、江東及び蒲田方面の低地帯を高潮から守るため計画されたもので、海岸堤防

２か所、河岸堤防 27 か所及び防潮施設１か所が都市計画決定されています。 

なお、高潮対策事業は、東京都建設局及び東京都港湾局が実施しています。 

 

５５  そそのの他他のの都都市市施施設設  

((11))  市市  場場  

令和７年４月１日現在、卸売市場は、区部には大田市場や豊洲市場など９市場及び１食肉

市場が都市計画施設として開場されています。多摩地区には「多摩ニュータウン市場」及び

地方卸売市場の「東京多摩青果国立市場」の２か所が都市計画施設として開場されています。 

 

((22))  とと畜畜場場  

区部においては、芝浦と畜場を、港区港南二丁目に都市計画決定しています。区域の面積は

約 6.2ha、中央卸売市場の食肉市場と一体で運営されており、食肉市場と重複決定されていま

す。 

島しょ地域においては、八丈町と畜場が都市計画決定されています。 

 

((33))  火火葬葬場場  

令和７年４月１日現在、区部には、都市計画決定されている火葬場が７か所あります。こ

のうち都営は１か所（瑞江）、一部事務組合による運営が１か所（臨海部広域斎場）で、そ

の他は全て民営です。多摩地区には７か所、島しょ地区には 10 か所の火葬場が、それぞれ都

市計画決定されています。 
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((44))  一一団団地地のの住住宅宅施施設設  

一団地の住宅施設とは、都市計画法に定められた都市施設で、一団地における 50 戸以上の

集団住宅及びこれに附帯する通路などの施設をいいます。 

住宅団地の建設を道路・公園・店舗などの公共・公益的施設整備と一体的に行うためのも

ので、都内では令和７年３月 31 日現在、区部で 28 団地、多摩地域で 45 団地、計 73 団地

（２以上の都市計画区域にわたる一体の団地は一つの団地として計上）、約６万４千戸が都

市計画として定められています。 

 

((55))  一一団団地地のの官官公公庁庁施施設設  

一団地の官公庁施設は、国家機関又は地方公共団体の建築物をそれぞれの機能に応じて都

市の一定地域に集中配置するよう計画的に建築し、かつ、これらに附帯する諸施設の建設を

行い、公衆の利便と公務の能率増進を図り、併せて土地の高度利用を図るもので、都市計画

法の都市施設として位置付けられています。 

都内では、霞が関団地（区域面積約 98.5ha）において昭和 33 年に都市計画決定（令和３年

都市計画変更）を行っています。 

 

 ((66))  流流通通業業務務団団地地（（流流通通業業務務市市街街地地整整備備事事業業））    

道路交通の円滑化及び流通機能の向上を図るため、昭和 41 年７月、流通業務市街地の整備

に関する法律が施行されました。 

東京では、昭和 41 年 12 月に決定された「流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づ

き、南部（京浜２区）、西北部（板橋）、北部（足立）、東部（葛西）及び西南部の５地区

に流通業務市街地を整備することとし、そのうち、南部（約 73.7ha）、西北部（約 31.4ha）、

北部（約 33.3ha）及び東部（約 51.7ha）については流通業務地区を指定し、地区内に流通業

務団地の都市計画決定を行い、供用しています。 

なお、令和２年に南部、令和５年に北部、及び令和７年に西北部流通業務団地について、

適切な更新を進めるための都市計画変更を行いました。 

参参照照：：第第３３－－2233 表表  流流通通業業務務市市街街地地整整備備計計画画現現況況表表（（115500 ペペーージジ））  
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都民を守るため、各種の河川改修事業等が行われています。 

 

((11))  河河  川川      

氾濫のおそれのある河川を改修し、水害の防止等を図る目的で、神田川、石神井川、野川

等 38 河川、延長約 326 ㎞について都市計画決定しています。 

 

((22))  運運  河河  

昭和 22 年に運河が計画決定されましたが、その後、水運は陸上交通に切り替えられていく

傾向が著しいため、昭和 39 年に計画の廃止・縮小が行われ、現在では、古川、小名木川など

６運河を残すのみです。  

 

((33))  防防潮潮施施設設  

この施設は、江東及び蒲田方面の低地帯を高潮から守るため計画されたもので、海岸堤防

２か所、河岸堤防 27 か所及び防潮施設１か所が都市計画決定されています。 

なお、高潮対策事業は、東京都建設局及び東京都港湾局が実施しています。 

 

５５  そそのの他他のの都都市市施施設設  

((11))  市市  場場  

令和７年４月１日現在、卸売市場は、区部には大田市場や豊洲市場など９市場及び１食肉

市場が都市計画施設として開場されています。多摩地区には「多摩ニュータウン市場」及び

地方卸売市場の「東京多摩青果国立市場」の２か所が都市計画施設として開場されています。 

 

((22))  とと畜畜場場  

区部においては、芝浦と畜場を、港区港南二丁目に都市計画決定しています。区域の面積は

約 6.2ha、中央卸売市場の食肉市場と一体で運営されており、食肉市場と重複決定されていま

す。 

島しょ地域においては、八丈町と畜場が都市計画決定されています。 

 

((33))  火火葬葬場場  

令和７年４月１日現在、区部には、都市計画決定されている火葬場が７か所あります。こ

のうち都営は１か所（瑞江）、一部事務組合による運営が１か所（臨海部広域斎場）で、そ

の他は全て民営です。多摩地区には７か所、島しょ地区には 10 か所の火葬場が、それぞれ都

市計画決定されています。 
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((44))  一一団団地地のの住住宅宅施施設設  

一団地の住宅施設とは、都市計画法に定められた都市施設で、一団地における 50 戸以上の

集団住宅及びこれに附帯する通路などの施設をいいます。 

住宅団地の建設を道路・公園・店舗などの公共・公益的施設整備と一体的に行うためのも

ので、都内では令和７年３月 31 日現在、区部で 28 団地、多摩地域で 45 団地、計 73 団地

（２以上の都市計画区域にわたる一体の団地は一つの団地として計上）、約６万４千戸が都

市計画として定められています。 

 

((55))  一一団団地地のの官官公公庁庁施施設設  

一団地の官公庁施設は、国家機関又は地方公共団体の建築物をそれぞれの機能に応じて都

市の一定地域に集中配置するよう計画的に建築し、かつ、これらに附帯する諸施設の建設を

行い、公衆の利便と公務の能率増進を図り、併せて土地の高度利用を図るもので、都市計画

法の都市施設として位置付けられています。 

都内では、霞が関団地（区域面積約 98.5ha）において昭和 33 年に都市計画決定（令和３年

都市計画変更）を行っています。 

 

 ((66))  流流通通業業務務団団地地（（流流通通業業務務市市街街地地整整備備事事業業））    

道路交通の円滑化及び流通機能の向上を図るため、昭和 41 年７月、流通業務市街地の整備

に関する法律が施行されました。 

東京では、昭和 41 年 12 月に決定された「流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づ

き、南部（京浜２区）、西北部（板橋）、北部（足立）、東部（葛西）及び西南部の５地区

に流通業務市街地を整備することとし、そのうち、南部（約 73.7ha）、西北部（約 31.4ha）、

北部（約 33.3ha）及び東部（約 51.7ha）については流通業務地区を指定し、地区内に流通業

務団地の都市計画決定を行い、供用しています。 

なお、令和２年に南部、令和５年に北部、及び令和７年に西北部流通業務団地について、

適切な更新を進めるための都市計画変更を行いました。 

参参照照：：第第３３－－2233 表表  流流通通業業務務市市街街地地整整備備計計画画現現況況表表（（115500 ペペーージジ））  
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南部流通業務団地 （日本自動車ターミナル株式会社提供）   
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第第３３節節  市市街街地地のの開開発発とと再再開開発発  

１１  都都市市再再開開発発のの方方針針  

都市再開発の方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタ

ープランであり、この方針の策定により、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的と

しています。 

昭和 55 年の都市再開発法の改正に伴い、計画的な再開発が必要な市街地の地域（１号市街地）

と、そのうち特に一体的、総合的に再開発を促進すべきで、かつ、再開発の気運や活動が見られる

地区を再開発促進地区（２号地区又は２項地区）に、再開発促進地区に至らないが促進することが

望ましく、効果が期待される地区を再開発誘導地区に定めています。 

昭和 61 年 11 月に、最初の都市再開発の方針を策定以降、複数回の変更を重ね、令和７年４月

１日現在の策定状況は、第第３３－－2244 表表（（115511 ペペーージジ））のとおりです。 

 

２２  市市街街地地再再開開発発事事業業  

既成市街地においては、都市の中心的な位置にありながら、道路等の公共施設が未整備であった 

り、土地が細分化されているため、利用効率が低い上に市街地環境も良くない地区や老朽木造家屋

が密集し防災上の危険を抱えている地区が多くあります。 

都市の再開発については、土地の所有者等が個人又は企業の立場で自主的な活動として、土地を 

集約又は利用転換して不燃化や高層化を進める場合にも、広い意味で「再開発」といわれ、様々な

手法が活用されています。 

しかし、権利関係が細分化されている地区や自己資金だけでは有効利用が図れない地区は、 

任意の建築活動だけに委ねていたのでは再開発を進めることが難しく、その地区にとって好ましく

ないばかりでなく、都市の健全な発展を阻害することにもなります。 

このような地区に対して、個別の建替えを制限しながら、道路等の公共施設の整備と建築物の共 

同化を一体的な事業として定め、一定のルールの下に再開発を行うのが「都市再開発法に基づく市

街地再開発事業」です。 

市街地再開発事業は、道路等の公共施設の整備と土地の共同利用をすることにより、市街地環境 

の改善を図ることができることに対応する容積率の緩和（高度利用地区の指定等）と、土地建物の

共同化に要する費用に対する助成（補助等）、税制上の優遇措置などの制度を活用して事業を実施

します。 

市街地再開発事業の事業費は、土地を高度利用することによって従前権利者分を上回る床を生み 

出し、その床（床に対応する土地を含む。）を売却した資金と補助金等を充てる仕組みとなってい

ます。 


